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○ 小田原市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（赤字下線部は変更箇所） 

変 更 後 変 更 前 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特例の措置に関連する事業  

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

旧ベルジュ新規

建物建設事業 

【事業内容】 

小田原駅東口に

面する商業施設

の建替え。 

【実施時期】 

平成 26～27年度 

箱根登山鉄

道株式会社 

駅東口に面した当該商業施設は、質の高い駅前

空間を創出するとともに、建物敷地内には小田

原駅と周辺商店街をつなぐ際の重要な通行帯

を設け、駅前から街なかへ向かう観光・交流の

広がりを生み出す拠点として整備事業を行う。 

この事業は、“訪れたくなる・歩きたくなるま

ち”と“住みたくなる・暮らしやすいまち”の

実現に必要である。 

〔施設概要〕 

所在地：小田原市栄町 2丁目 544-3他 

施設規模：鉄骨造 3階建 

敷地面積：778.33㎡（公簿） 

延床面積：1,988㎡（計画） 

施設用途：飲食・サービス商業施設 

【支援措置】 

特定民間中心市

街地経済活力向

上計画の経済産

業大臣認定 

【実施時期】 

平成 26年度 

 

 

商店街ま

ちづくり

事業（中心

市街地活

性化事業） 

認定特定

民間中心

市街地経

済活力向

上事業の

用に供す

る不動産

の取得又

は建物の

建築をし

た際の登

録免許税

の軽減 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

旧ベルジュ新規

建物建設事業 

【事業内容】 

小田原駅東口に

面する商業施設

の建替え。 

【実施時期】 

平成 26～27年度 

箱根登山鉄

道株式会社 

駅東口に面した当該商業施設は、質の高い駅前

空間を創出するとともに、建物敷地内には小田

原駅と周辺商店街をつなぐ際の重要な通行帯

を設け、駅前から街なかへ向かう観光・交流の

広がりを生み出す拠点として整備事業を行う。 

この事業は、“訪れたくなる・歩きたくなるま

ち”と“住みたくなる・暮らしやすいまち”の

実現に必要である。 

〔施設概要〕 

所在地：小田原市栄町 2丁目 544-3他 

施設規模：鉄骨造 3階建 

敷地面積：778.33㎡（公簿） 

延床面積：1,988㎡（計画） 

施設用途：飲食・サービス商業施設 

【支援措置】 

商店街まちづく

り事業（中心市街

地活性化事業） 

【実施時期】 

平成 26年度 

【支援措置】 

認定特定民間中

心市街地経済活

力向上事業の用

に供する不動産

の取得又は建物

の建築をした際

の登録免許税の

軽減 

【実施時期】 

再掲 

特定民間

中心市街

地経済活

力向上計

画の経済

産業大臣

認定 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特例の措置に関連する事業  

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

旧ベルジュ新規

建物建設事業 

【事業内容】 

小田原駅東口に

面する商業施設

の建替え。 

【実施時期】 

平成 26～27年度 

箱根登山鉄

道株式会社 

駅東口に面した当該商業施設は、質の高い駅前

空間を創出するとともに、建物敷地内には小田

原駅と周辺商店街をつなぐ際の重要な通行帯を

設け、駅前から街なかへ向かう観光・交流の広

がりを生み出す拠点として整備事業を行う。 

この事業は、“訪れたくなる・歩きたくなるまち”

と“住みたくなる・暮らしやすいまち”の実現

に必要である。 

〔施設概要〕 

所在地：小田原市栄町 2丁目 544-3他 

施設規模：鉄骨造 3階建 

敷地面積：778.33㎡（公簿） 

延床面積：1,988㎡（計画） 

施設用途：飲食・サービス商業施設 

 

 

 

 

【支援措置】 

特定民間中心市

街地経済活力向

上計画の経済産

業大臣認定 

【実施時期】 

平成 26年度 

商店街ま

ちづくり

事業（中心

市街地活

性化事業） 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

旧ベルジュ新規

建物建設事業 

【事業内容】 

小田原駅東口に

面する商業施設

の建替え。 

【実施時期】 

平成 26～27年度 

箱根登山鉄

道株式会社 

駅東口に面した当該商業施設は、質の高い駅前

空間を創出するとともに、建物敷地内には小田

原駅と周辺商店街をつなぐ際の重要な通行帯を

設け、駅前から街なかへ向かう観光・交流の広

がりを生み出す拠点として整備事業を行う。 

この事業は、“訪れたくなる・歩きたくなるまち”

と“住みたくなる・暮らしやすいまち”の実現

に必要である。 

〔施設概要〕 

所在地：小田原市栄町 2丁目 544-3他 

施設規模：鉄骨造 3階建 

敷地面積：778.33㎡（公簿） 

延床面積：1,988㎡（計画） 

施設用途：飲食・サービス商業施設 

 

 

【支援措置】 

商店街まちづく

り事業（中心市街

地活性化事業） 

【実施時期】 

平成 26年度 

再掲 
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平成 27年度 

（２）②～（４）略 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

■小田原市中心市街地活性化協議会の経過 

平成 27年 2月 18日 第 20回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○優良建築物等整備事業の見直しについて 

○中活計画の指標に関する事業の状況について 

○流動客調査報告 

平成 27年 5月 8日 

 

第 21回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○平成 26年度事業報告並びに収支決算承認について 

○平成 27年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認について 

○小田原市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

○小田原市中心市街地活性化基本計画変更について 

■小田原市中心市街地活性化協議会の委員構成 

  NO 
構成員 

区分 法令根拠 
団体名 団体役職名 

◎ 1 

小田原箱根商工会議所 

副会頭 

経済活力の向上 法第 15条第 1項    

 

○ 

2 
中心市街地活性化 

特別委員会委員長 

3 （一財）小田原市事業協会 代表理事 都市機能の増進 法第 15条第 1項 

 4 小田原市 副市長 市町村 法第 15条第 4項 

 5 小田原市土木建設協同組合 理事長 市街地の整備改善 法第 15条第 4項 

○ 6 小田原市商店街連合会 会長 
商業者 法第 15条第 4項 

 7 小田原市大型店連絡協議会 会長 

 8 小田原市自治会総連合 会長 

市民 法第 15条第 4項 
 9 

小田原市自治会総連合緑地区自治

会連合会 
代表 

 10 小田原市消費者の会  消費者 法第 15条第 4項 

 10 市民代表   消費者 法第 15条第 4項 

 11 東日本旅客鉄道（株） 小田原駅長 

交通事業者 法第 15条第 8項 
 12 箱根登山鉄道（株） 代表取締役社長 

 13 
（社）神奈川県タクシー協会小田原

支部 
副支部長 

 14 小田原市老人クラブ連合会 会長 都市福利施設整備事

業者 
法第 15条第 4項 

 15 小田原市保育会 会長 

 16 （社福）小田原市社会福祉協議会 会長 医療福祉 法第 15条第 8項 

◆ 17 さがみ信用金庫 専務理事 地域経済 法第 15条第 8項 

 18 （同）まち元気小田原 代表社員 地域経済 法第 15条第 1項 

◎…会長、○…副会長、◆…監事                      ※平成 27年 4月現在 

 

（２）②～（４）略 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

■小田原市中心市街地活性化協議会の経過 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小田原市中心市街地活性化協議会の委員構成 

  NO 
構成員 

区分 法令根拠 
団体名 団体役職名 

◎ 1 

小田原箱根商工会議所 

副会頭 

経済活力の向上 法第 15条第 1項    

 

○ 

2 
中心市街地活性化 

特別委員会委員長 

3 （一財）小田原市事業協会 代表理事 都市機能の増進 法第 15条第 1項 

 4 小田原市 副市長 市町村 法第 15条第 4項 

 5 小田原市土木建設協同組合 理事長 市街地の整備改善 法第 15条第 4項 

○ 6 小田原市商店街連合会 会長 
商業者 法第 15条第 4項 

 7 小田原市大型店連絡協議会 会長 

 8 小田原市自治会総連合 会長 

市民 法第 15条第 4項 
 9 

小田原市自治会総連合緑地区自治

会連合会 
代表 

 10 小田原市消費者の会   
消費者 法第 15条第 4項 

 11 市民代表   

 12 東日本旅客鉄道（株） 小田原駅長 

交通事業者 法第 15条第 8項 
 13 箱根登山鉄道（株） 代表取締役社長 

 14 
（社）神奈川県タクシー協会小田原

支部 
副支部長 

 15 小田原市老人クラブ連合会 会長 都市福利施設整備事

業者 
法第 15条第 4項 

 16 小田原市保育会 会長 

 17 （社福）小田原市社会福祉協議会 会長 医療福祉 法第 15条第 8項 

◆ 18 さがみ信用金庫 専務理事 地域経済 法第 15条第 8項 

 19 （同）まち元気小田原 代表社員 地域経済 法第 15条第 1項 

◎…会長、○…副会長、◆…監事                      ※平成 26年 4月現在 
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